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輸送の安全確保は運輸事業の根幹として､ 平成18年10月に ｢運輸安全マネジメント制度｣ が導入さ

れ､ 15年が経過しました｡ 本制度は運輸事業者の間で概ね定着し､ 一定の効果を得ています｡ 一方､
未だ取組の途上にある事業者も存在すること､ 自動車輸送分野においては､ 相当数の事業者が努力義
務に留まっていること､ 自然災害､ テロ､ 感染症等への対応の促進等の課題があります｡ また､ 貸切
バス事業者や小規模海運事業者に対する安全性の確保の社会的要請も高まっています｡
これらを踏まえ､ 国土交通省では運輸安全マネジメント制度の今後のあり方について議論を行い､

平成29年７月に ｢運輸事業者における安全管理の進め方に関するガイドライン｣ を改訂し､ 今日的課
題として ｢人材不足・高齢化｣ ｢自然災害・テロ・感染症｣ などへの対策を盛り込みました｡ また､ こ
の改訂で明記した ｢自然災害対応｣ へのガイダンスとして､ 令和２年７月に ｢運輸防災マネジメント
指針｣ を策定し､ ｢自然災害｣ への対応について､ 運輸事業者が参考とすべき考え方として公表してい
ます｡
鉄道モードでは､ 令和２年度以降の評価実施方針が定められ､ 鉄・軌道事業者にあっては､ ６年間

で第三種事業者を除くすべての事業者を原則１回以上､ 索道事業者にあっては８年間で普通索道を可
能な範囲で原則一回以上､ 特殊索道で評価実績の無い事業者の評価を行うこととしています｡
自動車モードでは､ 平成25年10月から全ての貸切バス事業者に安全管理規程の届出が義務付けられ､

対象事業者が大きく増加したため､ 一定規模以下の貸切バス事業者に対しては中小規模事業者向けの
効率的な評価を実施することで､ 平成29年度から令和３年度までの５年間で全ての貸切バス事業者に
評価を実施しました｡ また､ 平成30年４月からは､ 運輸安全マネジメント制度の取組を更に促進させ
るため､ トラック事業者及びタクシー事業者の適用範囲を拡大し､ 200両以上の車両を保有する事業者
に安全管理規程の届出が義務付けられました｡
海運モードにおいては､ 平成24年度末で管内の全事業者の評価を終了し､ 平成25年度からは一定規

模以上の事業者を２期に分け３年連続で評価を実施したところです｡ 令和元年度からは向こう６年間
の ｢中期評価実施計画｣ を策定し､ 概ね３年に１回定期的に評価を行うこととしています｡ また､ 小
規模海運事業者に対する評価のあり方について､ 有識者を交えた議論が進められています｡
中国運輸局では､ 当局職員による事業者への評価に加え､ 運輸安全マネジメント制度の周知のため

｢運輸安全マネジメントセミナーを開催しています｡ また､ 運輸事業者の防災力を高めるため ｢運輸防
災マネジメントセミナー＆ワークショップ｣ を令和２年度より開催しています｡

●令和３年度中国運輸局運輸安全マネジメント評価実施状況

●運輸安全マネジメントセミナー受講者数

※延べ人数｡ 毎回内容・コマ数が異なる｡
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モード別 本省評価 本省と運輸局
合同による評価 運輸局単独評価 計

鉄 道 ０ ０ ０ ０

自 動 車 ２ ２ 16 20

海 運 ０ １ 17 18

計 ２ ３ 33 38

モード別 令和３年度
※オンライン

令和２年度
※対面

令和元年度
※対面

鉄 道 ５１ ４５ ４０

自 動 車 １２６ １３４ １３０

海 運 １８４ ５ ３８

そ の 他 ２２ ０ ３

計 ３８３ １８４ ２１１



●運輸防災セミナー＆ワークショップ受講者数

※令和２年度より開催｡
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モード別 令和３年度
※オンライン

令和２年度
※対面

鉄 道 ４ １４

自 動 車 ２３ ４１

海 運 １ １

そ の 他 ９ ０

計 ３７ ５６
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